
令和７年度 第２期取手市省エネ家電買替え補助金  
よくある質問 Q&A 

令和８年３月１日更新 

1. 補助対象の家電について 

Q1 補助対象の家電はどこで確認できますか？ 

A.販売店舗または「省エネ型製品情報サイト（https://seihinjyoho.go.jp）」で確認できます。 

 

Q2  補助対象の基準は？ 

A.対象は下記のとおりです。 

エアコン: 省エネ基準達成率 100％以上（目標年度 2027 年度）   

冷蔵庫 : 省エネ基準達成率 100％以上（目標年度 2021 年度）   

テレビ : 省エネ基準達成率 100％以上（目標年度 2026 年度） 

 

Q３  中古品やリース品は補助対象になりますか？ 

A. 対象外です。新品（未使用品）で、購入者に所有権があるもののみ対象です。 

 

Q４ 省エネ基準達成率の１００％以上（目標年度 202９年度）のエアコンは対象ですか？ 

A. 対象外です。壁掛けエアコンで省エネ基準達成率 100％以上（目標年度 2027 年度） が対象です。 

 

2. 申請条件について 

Q５ 過去に補助金を受けた場合、今回も申請できますか？ 

A. 申請可能です。ただし、前回補助を受けた家電をリサイクルして買い替える場合は対象外です。 

 

Q６ 対象期間はいつですか？ 

A. 令和８年３月１日～５月２９日の間に購入した家電が対象です。リサイクル日もこの期間内である必要があります。 

 

Q７ 購入店舗に指定はありますか？ 

A. 取手市内の店舗・事業所で購入したもののみ対象です。テレビショッピングやネット通販等での購入は対象外で

す。 

 

Q８ 申請者、購入者、リサイクル家電排出者が異なる場合は補助対象になりますか？ 

A. 対象外です。これらは同一人物である必要があります。 

 

Q９ 法人名義で購入した場合は補助対象になりますか？ 

A. 対象外です。個人を対象とした補助事業です。 

 

Q１０ 二世帯住宅の場合、世帯ごとに申請できますか？ 

A. 可能です。同じ住所でも住民基本台帳で世帯が分かれていれば、それぞれ 1 回ずつ申請できます。 

 



Q１１ 取手市に転入する前に、対象家電を市内で買った場合、補助対象になりますか？ 

A.補助対象外です。購入時点で住民票登録台帳に登録されている必要があります。 

 

Q１２ 申請時には取手市在住で、交付決定前に取手市外に転出する場合、補助対象になりますか？ 

A.補助対象外です。取手市内の住宅に設置するものが条件になるため、交付決定前に市外に転出された場合、不交

付になります。なお、交付決定後の転出された場合は、その限りではありません。 

 

Q１３ 分割払いの場合、補助の対象になりますか？ 

A.クレジットカード等による支払いの場合、支払い済みを証明する領収書などを添付してください。分割払い期間中

等で支払いが終了していない場合は、補助の対象外となります。 

 

Q１４ 家電購入時の決済方法に規定はありますか？ 

A.現金またはキャッシュレス決済であることが要件です。クーポン券やお店のポイント等での支払いは補助対象経費

外になります。 

 

3. 家電リサイクルについて 

Q１5 リサイクル処分する既存家電に基準はありますか？ 

A. 特に基準はありません。家電リサイクル法に従って適正に処分してください。 

 

Q16 買換えは同種の家電と買換えすることが条件ですか？ 

A. はい。同種の家電をリサイクルして買替える場合のみ補助対象です。 

（例：エアコンを廃棄して冷蔵庫を購入する場合は対象外です。） 

 

Q17 買換えした家電をリサイクルショップに売却した場合は補助対象になりますか？ 

A. 対象外です。家電リサイクル法に基づくリサイクル処分を伴う買い替えのみ補助対象です。 

 

4. 補助金の申請金額について 

Q18 補助金額は？ 

A. 家電本体価格（税込）の合計金額（最大３台）で補助金額が決まります。ただし、補助金の上限額は 1 申請につき

5 万円です。詳細は申請書またはホームページをご確認ください。 

 

Q19 配送料や取付工事費用は補助対象になりますか？ 

A. 対象外です。補助対象は家電本体購入費（税込）のみです。 

 

Q20 値引き後の価格やポイント使用後の支払額は補助対象になりますか？ 

A. 値引き後の支払額（税込）が補助対象です。ポイント使用後の金額も対象となります。 

 

 

 



5. 提出書類について 

Q21 申請書類はどこで入手できますか？ 

A. 市のホームページからダウンロードできます。また、窓口混雑解消のため LINE 申請を推奨しています。 

 

Q２2 提出期限はいつですか？ 

A. 令和８年５月２９日（金）【必着】です。ただし、予算が達した時点で受付終了となります。 

  また不備等があった場合、お願いした期日までに修正できなかった場合、不交付になります。 

 

Q２3 申請方法は？ 

A.申請方法は下記の通りです。 

・LINE：チラシまたは市ホームページ掲載の LINE の QR コードから申請 

・窓口：取手市役所取手庁舎４階４０２会議室に持参 

・郵送：取手市役所環境対策課宛に送付 

6. その他の注意点 

Q２4 予算が達した場合はどうなりますか？ 

A. 予算額に達した時点で受付終了となります。同日に複数の申請が到着した場合は抽選を実施します。 

 

Q２5 交付決定の時期は？ 

A.申請後、約２ヶ月以内に審査結果の通知書を送付します。申請の審査業況についてはお答えできません。 

 

Q２6 補助金の振込時期は？ 

A. 交付決定通知後、約 1 ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。 

 

Q２7 補助対象家電の使用期間は？ 

A. 

・エアコン・冷蔵庫: 交付決定日から６年間   

・テレビ: 交付決定日から５年間   

 


